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第８６９回 教育委員会定例会 

 

招集年月日 令和２年３月２６日（木）９時３０分～ 

 

招 集 場 所 益田市役所 第１会議室 

議 事 日 程 

  第１ 会議録の承認 

 

  第２ 教育長報告 

 

  第３ 議題 

     議第８号 益田市教育委員会任用職員就業規則の一部改正について 

     議第９号 益田市教育委員会障がい者活躍推進計画の策定について 

     議第10号 益田市立小中学校管理規則一部改正について 

     議第11号 専従申請に対する許可について 

     報第６号 新型コロナウイルスの対策について 

     報第７号 益田市立中西小学校の改築について 

     報第８号 学校施設の整備状況について 

     報第９号 中須東原遺跡・大元古墳群の国史跡指定について 

     報第10号 益田市立歴史民俗資料館の検討状況について 

     報第11号 令和元年度３月益田市一般会計補正予算について 

     報第12号 第５３９回益田市議会定例会一般質問について 

     報第13号 令和２年度益田市一般会計予算について 

      

      

  第４ その他 

   (1) 情報提供 

     ・中間支援組織の設立について 

 

 

(2) その他 

     ・社会教育施設の人員体制について 

     ・人事異動について 
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出 席 者 

 

  教育委員会   教 育 長   柳 井 秀 雄 

          教 育 委 員   中 野   純 

          教 育 委 員   舟 橋 道 恵 

          教 育 委 員   村 上 三恵子 

          教 育 委 員   梅 津 富美子 

 

  事務局職員   教 育 部 長   野 村 美 夜 子 

          ひとづくり推進監   大 畑 伸 幸 

          教 育 総 務 課 長   山 本 裕 士 

          文 化 財 課 長   木 原   光 

          学 校 教 育 課 長   田 原 啓 文 

          学校教育課参事   森 脇 達 也 

          社会教育課参事   岡 﨑 賢 一 

          人権・同和教育推進室長   石 田   公 

          教育総務課長補佐   山 本 浩 二 

          教育総務課長補佐   齋 藤 勝 義 

          教育総務課主査   北 村 幸 也 

          教育総務課係長   田 淵 竜 司 

          社会教育課係長   中 島 光太郎 

          教育総務課主任   中 田 香 織 
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柳井教育長   それでは、定刻となりましたので、第８６９回益田市教育委員会定例会

を始めさせていただきます。よろしくお願いします。 

  

 

第１ 会議録の承認 

柳井教育長   会議録の承認につきましては、先ほどご承認いただきました。 

 

第２ 教育長報告 

柳井教育長   続きまして、教育長報告をさせていただきます。 

        今回コロナウイルス対策の関係でいろいろな行事の出席が少なくなって

おります。 

        そういった中で、４日から６日まで市議会において一般質問がありまし

た。この件については、この後部長から説明があります。 

        また、２５日になりますが、ＡＮＡ総合研究所の訪問がありましたが、

益田市が日本遺産を目指しているということで、協力ができることがあれ

ばということでお話しをいただきました。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

第３ 議題 

○議第８号 益田市教育委員会任用職員就業規則の一部改正について 

柳井教育長   それでは、これから第３の議題に移らせていただきます。 

        議第８号益田市教育委員会任用職員就業規則の一部改正について、事務

局よりお願いします。 

山本補佐    本改正でございますが、これは平成２９年５月１７日に地方自治法の改

正がございました。この地方自治法の改正におきましては、これまで非常

勤職員、あるいは常勤でも任期の定めがある職員につきましては、臨時職

員ですとか嘱託職員といった形で雇用しておりましたが、これを今後は会

計年度任用職員という形で整理するという改正でございました。これがこ

の４月１日から施行されることから、本規則改正を行おうとするものでご

ざいます。 

        お手元の議案に現行の任用職員就業規則をつけておりますが、例えば第

２条の任用というところで、各市長部局の規則を使いますということで、

準用する条例規則等が書かれております。第３条では服務、第４条では労

働時間、休憩時間といったように続いていくわけでございますが、ほとん

どが教育委員会の任用においても市長部局の定めを使うというのがこれま

での規則でございました。 
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        さきに申しましたように、臨時職員あるいは嘱託職員といったカテゴリ

ーがなくなるとしたことから、今回の規則改正でございますが、規則改正

案に戻りますと、労働基準法第８９条の規定に基づき定めるということが

第１条に掲げてありますが、第２条において任用等の原則といたしまして、

職員の任用並びに服務、勤務時間、休日及び休暇、賃金その他就業の条件

は、次の定めるもののほかは全て市長部局のものを使いますという形でシ

ンプルにまとめました。実際に教育委員会での任用におきましては、市長

部局と異なる条件で任用している案件は一件もありません。人事当局と協

議いたしまして、市長部局の例によるという形で、教育委員会でも同じ条

件で雇用し、また勤務していただくという形の整備を図ろうとしておりま

す。 

  ただし、次に定めるもののほかと申し上げましたが、第３条のところで 

勤務時間の特例としております。 

  表を見ていただきたいのですが、所属、括弧のところを読みますと、 

「小中学校に勤務する職員に限る。」としておりますが、小中学校に勤務

する学校施設主員におきましては、勤務時間は一緒でございますが、その

中での始業と終業時間は学校ごとに異なっている者がおります。学校の登

下校の関係から、我々の午前８時半から午後５時１５分までの勤務よりは

早く始まって早く終わるというのが現行でございますので、これを包含で

きるような規定を特別の規定として第３条を設け、別表で規定をしている

ところでございます。 

         規定の仕方としては、その表にありますとおり、学校の事情を酌んだも

のを認めるとした形にしております。最終的には、これに規定し切れない

場合は別に教育委員会で決めたいとするところを第４条で規定をしようと

するものでございます。 

        これにつきましては、労働条件の変更等にも当たりますので、労働組合

の意見等も聴取し、最終的には労働基準監督署に届けることといたしてお

ります。 

        規則改正の概要についての説明については以上です。よろしくお願いい

たします。 

柳井教育長   この件についていかがでしょうか。 

中野委員    休憩時間の考え方ですが、累積１時間という形で捉えてよろしかったで

すか。 

山本課長補佐  お答えします。総体としては１時間ありますが、まとまった時間として

は必ず４５分はとるように規定いたしております。 

中野委員    ありがとうございます。 

柳井教育長   それでは、この件について承認いただける方は挙手をお願いします。 

教育委員    ＝全員挙手＝ 
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○議第９号 益田市教育委員会障がい者活躍推進計画の策定について 

柳井教育長   それでは続いて、議第９号益田市教育委員会障がい者活躍推進計画の策

定についてお願いします。 

山本補佐    今回のこの計画策定の背景といたしましては、障害者の雇用の促進等に

関する法律の一部を改正する法律というのが昨年６月１４日に公布されま

した。６月７日の国会の可決を受けまして、６月１４日に公布されました。

これの施行期日、効果を発するのがこの４月１日ということで定められま

した。大変急な法改正でございました。 

        この法の内容につきまして、２つの項目でご説明申し上げますと、まず

は１番といたしまして、障がい者の活躍の場の拡大に関する措置について

規定されました。 

        （１）でございますが、地方公共団体の責務規定の改正としまして、一

部略しておりますが、地方公共団体はみずから率先して障がい者を雇用す

るよう努めなければならないということで、責務規定が設けられました。 

        （２）でございますが、障害者活躍推進計画を策定して計画をつくりな

さいという規定が設けられました。 

         第７条の３第１項におきまして、障がい者である職員の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組に関する計画を作成しなければならないと規定

されたところでございます。②でございますが、計画においては、計画期

間、達成しようとする目標、取組内容、実施時期を定めるもので、③にお

きましては、計画を作成したら職員に周知をしなさい。④におきまして、

また計画を作成したときはこれを公表しなさい。⑤におきましては、毎年

少なくとも１回は取組状況を公表しなさいというところを規定されたとこ

ろでございます。今回の計画策定は、この規定に基づいて行おうとするも

のでございます。 

  あわせまして、法の内容では、（３）で任免に関する状況などを公表し

なければならない、つまり雇い入れあるいは退職の状況等を公表しなけれ

ばならないという状況でございます。 

         （４）におきましては、業務等を担当するものを選任しなければならな

い。これにつきましては、障がい者の雇用の推進に係る者としまして、各

機関の人事担当責任者というものを選任しなければならないという手引が

示されましたので、益田市教育委員会におきましては教育総務課長を任命

しようと計画の中ではしております。 

 また、障がい者職業生活相談員を選任しなければならないとされてはお

りますが、これは５名以上の障がい者を雇用する場合という規定がござい

ますので、当面は益田市教育委員会におきましては選任しないことと考え
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ております。 

         加えまして、地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な

把握等に関する措置も規定されております。これは何かと申しますと、ご

記憶にあるかもしれませんが、国の各機関におきましては障がい者の法定

雇用率が各省庁で守られていなかったという事案が当時ございました。障

がい者だと思っていた、あるいは手帳の確認等を怠って、以前はそういう

話を聞いたことがあるといったような思い込みのケースで計上しており、

法定雇用率が実際は達成されていなかったということを今後は防ぐ意味で

の規定だと説明されております。 

        措置の内容といたしましては、①に、まずその労働者の方が対象の障が

い者であるかどうかの確認については、厚生労働省令で書類が規定されま

した。具体的には、端的に障がい者手帳を所持していることが要件とされ

ました。②は、これについて適正な確認を行う場合は、国が勧告をするこ

とができると規定されております。③におきましては、その確認書類を各

任命権者は保存しなければならない。益田市教育委員会におきましては３

名おられます、全ての方と面談を行った上で状況を説明し、ご理解をいた

だいた上で、コピーを保存させていただくことにしました。④につきまし

ては、そういった状況は適宜報告しなければならないという規定が設けら

れたところでございます。 

         計画に返りまして、最後、益田市教育委員会として定めようとしている

計画の概要でございますが、計画期間は３カ年間、目標の数値として障が

い者の活躍において障がい者の雇用数を増、先ほど申しましたように今３

名の障がい者の方がお勤めでございますが、これを３カ年間の間に４名に

増やすというのを掲げようとしております。 

         取組の具体的な概要については、計画の３ページのところに書いてござ

います。体制の整備あるいは職場環境の整備、職員の採用・育成に当たっ

ての取組、最後は優先調達によって障がい者の職場の確保といいますか、

活躍の場の拡大に向けた取組をしたいとする内容を書いております。 

         途中申しましたように、障がい者雇用推進員は教育総務課長を選任しよ

うとしております。障がい者職業生活相談員については、５名以上の障が

い者を雇用する事業所と規定されておりますので、当面は教育委員会にお

いては選任いたしませんが、教育総務課を障害者相談窓口としてこれを掲

げまして、各種相談に当たっていきたいと思っております。 

         下に参考としておりますが、障がい者の雇用状況として３名と申し上げ

ましたが、身体障害者の方が２名、精神障害の方が１名というのが現状で

ございます。 

        計画におきましては、益田市の状況等も示しております。手帳の所持者

数という形で示しております。法定雇用率に対しまして実雇用率等も示し
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ておりますので、これはまたご一読いただければと思います。 

         計画の概要についての説明は以上とさせていただきます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

梅津委員    障がいをお持ちの方の雇用ということですが、手帳を持っておられる方

でもいろいろな障がいがあります。軽度の方から重度の方まで幅が広いと

思いますが、その枠といったものはあるのでしょうか。 

山本補佐    途中申しましたように、今回の計画においての対象となる障がい者の障

がいの種別と言ってよろしいのかわかりませんが、身体、知的、精神とい

ったものの区別はございません。法定雇用率等の算定に当たりましても、

手帳の所持の有無が要件となりますので、そこの重度、軽度、確かに１級

以上、２級以上、あるいは甲、乙とありますけれど、この計画において区

別はないところでございます。 

村上委員    短い期間の中でこうした計画を策定するということは大変な作業であっ

たと思っております。 

         教育委員会部局として計画を出しておられますが、市長部局も同じよう

な形で出ているのかどうかということが１点と、私が少し気になりました

のは、計画書案の３ページのところです。 

        ３ページの２の職場環境の整備というところで、重要事項の伝達にあっ

ては積極的にメモを活用するなどとあるのは、限局的なことが書いてある

と思いました。さまざまな障がいの方がおられますし、身体も知的も精神

も、重度の方もあったり、また発達障害の方もいらっしゃる中で、メモが

というのではなく、業務を行うに当たっては障がいの特性に応じた事務の

流れや手法を取り入れるというように、むしろシンプルに書かれたほうが

当てはまるような感じがすると思いました。 

        それと、作業マニュアルのカスタマイズ化というのは、障がいのあるな

しにかかわらず、誰にとってもわかりやすいものというような意味合いの

ものと感じましたが、そういったところを少しご検討いただけたらと感じ

ました。 

山本補佐    障がい者活躍推進計画をつくりなさいという法改正があったと説明を申

し上げました。これにつきましては、全ての任命権者がつくりなさいとい

うことでございますので、当然、市長部局もつくります。益田市の関連で

申し上げますと、これにあわせまして水道局、農業委員会もつくらなけれ

ばなりません。今人事と私どもで把握しているのは、この４機関になりま

す。 

今回、この計画をつくったのは教育委員会が先でございまして、市長 

部局は昨日庁内の政策調整会議というところで策定の報告をされたようで

す。 

        今、益田市教育委員会で常勤職員の任用はしておりません。市長部局で
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雇った職員が出向という形になっているものが大半でございまして、当然

障がい者の雇用に当たっても市長部局の意向が大きく反映されるところが

現実でございます。ですので、この計画の策定に当たりましても、それぞ

れが勝手な思いでつくることがないように連携してつくっております。 

あと、取組内容でご指摘をいただいた点でございます。２の職場環境の 

整備のところで、例示といたしまして例えばメモを活用するなどと記載し

ております。 

        この背景をお話しさせていただきますと、この計画策定に当たりまして

３名の障がい者の方全てに計画策定に当たっての意見を聞きました。具体

になりますが、校長先生からの朝礼がございまして、いろいろ伝達事項が

あるが、たくさんのときになるとなかなか、言ってみれば覚え切れない場

合もあり自分でメモをとるようにはされておりますが難しいといったとこ

ろもあります。朝礼での伝達ではなかなかそういったことの一覧のレジュ

メを配っていただくほどでもないといったことですが、特に重要な点につ

いてはそういった配慮があるといいなというご意見を取り入れたところか

ら、これを例示いたしました。少し細かい表現になったかもしれませんが、

ご意見が反映されてるということを示したかったものですから、私のほう

で記載したところでございます。 

        作業マニュアルのカスタマイズ化のところについても同様でございまし

て、まさにこれは障がい者に限ったことではない、健常者にとってもこう

いったものは必要であるといったことでありますが、その当たり前を実行

していきましょうという意味でもここに掲げさせていただいたところです。 

  意図につきましてはそういった背景もございますので、是非その意図を 

お酌み取りいただいてご了解いただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

村上委員    計画の策定に当たって、当事者の方も参加する中で策定がされたという

ことは非常によいことであったと思いますし、そういった意見も具体的に

反映ができているというところであえてこういった表現をされたというこ

とであれば異論はありません。 

舟橋委員    小さなことを言いますが、計画期間というところの「３箇年」という表

記について、「箇」が漢字になっていて「３」は数字なので、こういう場

合はもし可能であれば「３」は漢数字の「三」を書くというふうに決めら

れているように思いますがいかがでしょうか。もし「３」の数字を生かす

ならば、「か」は平仮名というように表記の決まりがあったと思います。 

山本補佐    表記のお話でございますが、手引きを見る限りでは漢数字が見当たりま

せんので、算用数字を採用したいと思います。「か」の表記につきまして

は、ご指摘のとおり、平仮名に修正をさせていただいきたいと思います。 

舟橋委員    ありがとうございます。 
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柳井教育長   それでは、この件について承認いただけます方は挙手をお願いします。 

教育委員    ＝全員挙手＝ 

 

 

○議第１０号 益田市立小中学校管理規則の一部改正について 

柳井教育長   それでは続きまして、議第１０号益田市立小中学校管理規則の一部改正

について、事務局よりお願いします。 

田原課長    今回の一部改正につきましては、これまで学校管理規則の中で定めてお

りました準教科書使用承認申請書というものが学校から市教委へ届く形に

なっておりましたが、その内容を実態に応じて変更するというものでござ

います。 

        まず、改正理由ですが、情報通信技術の進展に鑑みまして、児童生徒の

教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、

それからまた障がいのある児童生徒等の学習上困難を受ける程度を軽減さ

せる必要があると認められるときは教科書にかわるものについて電磁的な

教材、デジタル教科書ですが、そういったものを使用できることとして、

学校教育法の一部を改正する法律が平成３１年４月１日から施行されてお

りました。 

         教科用図書の代替教材の使用につきましては、各学校において地域や学

校及び児童生徒の実態に応じて、校長の責任のもとで判断することになっ

ておりまして、それを市教委に教科書以外の教材の使用について届け出を

してもらい、教育委員会の承認を受けることでその教材を使用することが

できるということになっているところです。 

         このたび様式を変更するに当たりまして、これまで道徳の教材について

もこの申請書を出してもらう形になっておりましたが、道徳の教科化によ

りまして、道徳という文面につきましては外すという形にもなっておりま

す。 

        改正の内容につきましては、資料にありますように第２１条から第２３

条の内容について変更しております。 

        それから、様式についても案を示しておりますのでご覧ください。上側

がこれまでの申請書の様式になっており、これを下側の新たな様式に変更

したいということです。 

それでは、今回の一部を改正する規則についてご承認いただきますよう、

どうぞよろしくお願いします。 

柳井教育長   それでは、この件につきましてご承認いただけます方は挙手をお願いし

ます。 

教育委員    ＝全員挙手＝ 
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○議第１１号 専従申請に対する許可について 

柳井教育長   それでは続きまして、議第１１号専従申請に対する許可について、事務

局よりお願いします。 

山本課長    ３月２４日付になりますが、益田市職員組合の執行委員長、また専従者

であります文化財課佐伯昌俊氏からそれぞれ申請が出されました。これは、

地方公務員法第５５条の２の定めに基づいてということになります。当組

合の業務に専ら従事するといったことで申請をされております。 

つきましては、申請どおり令和２年４月１日から令和３年３月３１日ま 

での期間について許可をすることを求めるものでございます。 

柳井教育長   これについて承認いただけます方は挙手をお願いします。 

教育委員    ＝全員挙手＝ 

 

 

○報第６号 新型コロナウイルスの対策について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第６号新型コロナウイルスについて、事務局よ

りお願いします。 

野村部長    新型コロナウイルス対策につきましては、先日、お休みのところ臨時教

育委員会にお集まりいただきましてありがとうございました。内容につい

て、市対策本部会議で報告をしたところでございます。 

         その後の状況と今後の考え方について、資料に基づいてお話を進めさせ

ていただきたいと思います。 

        学校再開についてでございます。先日審議をいただきましたように、４

月８日を始業日として再開することといたしております。あわせまして、

２４日に国のガイドラインが発出されまして、昨日のところで県の考え方

も出されたところです。 

         それらをもとに、益田市教育委員会としての学校運営等のガイドライン

と、始業式・入学式等の実施の考え方について、両方（案）でございまし

て、これらをもとに校長会とこれから詰めてまいりたいと思います。 

  ガイドラインのはじめにというところで、現下の状況と国がガイドライ 

ン等を発出したことを受けて、益田市においても留意点等を述べておりま

す。 

  まず、感染防止対策について、ご存じのように、国においては３つの条

件が重複するのが最もいけないのでそれを徹底的に避けてくださいという

言い方をしております。１つは密閉空間、２つ目は密集状態、３つ目が近

距離による発声というところです。 

         これらを避ける対策の基本的なものとして、列記してある対策を講じて

学校を運営していこうというところであります。これについては、校内で
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の努力はもちろんですが、ご家庭での協力が欠かせないというところもご

ざいますので、家庭にも協力を求めるということにしております。 

        学校が行うこととして、３つの場面を避けましょうということと、換気

をある程度ルール化して行いましょう。手洗いをしっかりするように再度

呼びかけましょう。毎日の検温等のチェック、登校後の健康観察をしてい

きます。そして、３７度を超えた場合は直ちに休むということをしましょ

う。そして、せきエチケットを指導していきましょう。給食配膳について

は席の工夫など配慮をしていきましょう。教室での水拭きをしっかりして

いきましょう。そして、最後の２項目、差別や偏見を生む事案もあります

ので、こういったものについてはしっかりと指導していきますということ

と、欠席の場合は出席停止の判断をしますということをそこに掲げており

ます。 

  具体的にもう少し申しますと、物質的な面でマスクも備蓄以外のマスク 

は手に入りません。そして、消毒液も今は手に入りません。業者にいろい

ろ問い合わせをしておりますが、見通しがきかないというところが現実で

ございまして、日々確認はしておりますが、今すぐに買って対策するとい

うのは現実難しい状況であります。学校から依頼があれば、今手元にあり

ます備蓄マスクは出していこうとは考えております。 

         家庭にお願いすることとしては、検温のチェックをしっかりしていただ

く、そして毎日の健康状態の観察と登校の判断をお願いしたいと思ってお

ります。 

        教育委員会としては、衛生用品の不足等に対してできるだけ対応してい

きたいと思っておりますし、国、県と連携して進めてまいりたいと思って

おります。 

         次に発症時の対応でございます。 

         今までは市として発症時どのように対応するかという基本的なラインを

設けておりませんでしたが、国のガイドラインである程度詳しく述べられ

ておりましたので、それに準じた対応ということになっております。本人

及び濃厚接触者になった場合は基本的には出席停止ということになります

が、保健所と十分連携を図りながら、市の対策本部、教育委員会、学校、

保健所の４者で十分周りの状況を確認しながら進めていくということにし

ております。 

        まず、感染者もしくは濃厚接触者に指定された場合はもちろん直ちに出

席停止です。 

        そして、基本的には２週間ということになりますが、これについては科

学的な分析が進めばある程度今後は明らかになってくるものもあるのでは

ないかと思っております。 

        消毒等は保健所の指示に従うということになろうかと思っております。 
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        学校の臨時休業をどうするかというところですが、国のガイドラインに

つきましては、本人及び濃厚接触の状況をよく確認して、どの程度の活動

範囲があるか、それからこの地域の発症の状況がどうであるか、そういっ

たことを全般確認して、学校の全部または一部の臨時休校について判断す

るというような書き方になっておりますので、それに準じた対応をしてい

こうと思っております。 

        具体的に申しますと、例えばこの教室はクラスとしては休業しなければ

いけないかもしれませんが、隣まではいいかもしれない、もしくは棟が違

えば、その棟もしくはそのフロアについて、そういう限定的な考え方も場

合によってはあり得るというような状況でございます。今、国のガイドラ

インがそういう状況でございますので、準じた対応をしていこうというも

のでございます。 

         学校の再開に向けては、心身のケア、それから未指導分、未学習部分に

ついてしっかりと指導内容を確認しておりますのでその対応をしていきた

いと思っているところです。 

        再度申し上げますが、差別事象を生まないように、偏見を生まないよう

にしっかり指導してまいりたいと思っております。 

         その他としまして何点か書いております。 

        今、該当児童生徒はいないと認識しておりますが、海外渡航者が出てき

た場合の対応などは、別途協議してまいりたいと思っております。 

        ３月２４日付の国のガイドラインの添付資料や文科省のホームページに

いろいろな資料も出ておりますので、そういったものも活用して周知に努

めてまいりたいと思っております。 

        各学校においてはＰＴＡ総会等いろいろな行事等も計画しておられるこ

とと思いますが、最初に申しました３要件を重複させない取組を依頼して

まいりたいと考えております。 

        修学旅行については、国も、児童生徒の心情を考えると中止は難しいの

で、延期というような対応も考えてほしいというようなところでございま

す。４月、５月の修学旅行は延期を検討せざるを得ないのではないかなと

思っておりますが、それ以降につきましてはしっかりと学校と協議してま

いります。 

        その他の大きい行事、運動会なども今後行っていくことがありますが、

しっかりと相談して対応したいと思います。 

        次の始業式、入学式の対応につきまして、おおむね今お話ししましたこ

とが重なりますが、３つの事項を重複させないという工夫を行った上で、

始業式、入学式は検討してほしいと考えているところです。一律に、例え

ば在校生の出席はやめるというような対応は考えておりません。学校によ

っては直近の２年生の出席ですとか最上級生の６年生の出席ですとか、い
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ろいろな手法を考えていらっしゃると思いますが、在校生については必要

最小限の形の出席にしてほしいと考えているところです。 

        入学時の告示につきましては、卒業式の告示と同様に、式の時間短縮、

それとか工夫の一端に資するというところもありますので、教育委員さん、

私ども教育委員会の職員の出席は行わないと考えております。 

そして、今後４月に向かって行う予定があります教育委員会の関連する 

行事等の中止及び延期を考えていく必要がございますので、皆様とご相談

したいと考えております。 

         ６日は桂平小の内覧会を計画しておりました。１０日は小中学校校長会

にご出席いただこうと思っておりました。そして、４月１８日は桂平小の

竣工式を計画しておりました。 

        市の対応としては、今の日本国内の状況及び山口県にも本日の朝の報道

を見ますと新たな感染者が発生したというような状況もございますので、

なかなか市の対応を緩めるという選択は今はできないと危機管理の担当部

局は申しております。そういったことから、なかなか今の状況でこの３つ

について行うのは難しいと事務局側としては考えているところでございま

すが、委員さん方のご意見をいただきたいと思っております。説明につい

ては以上でございます。 

中野委員    まずは、２２日の臨時定例教育委員会からタイトな期間の中、ガイドラ

インまでお示しいただきまして大変ありがとうございました。 

        お聞きしたいのが、ガイドラインのその他になりますが、今いろいろな

大会が県内でもまちまちな状況にあるということを聞いておりますが、教

育委員会として、学校の判断ということで委ねてはいますが、何か届け出

をするなどそういったことはお考えでしょうか。要は把握するというとこ

ろの部分だと思いますが、その辺りが少し気になります。 

それと、海外渡航のこともそうですが、協議はしますが、口頭で終わっ 

てしまうということになるのか、きちんと把握するために記録を残してお

くなどいろいろあると思います。何が正しいかというのは言えませんが、

きちんと把握をしておくという意味合いでひとつの流れを組まれたほうが

いいと思いました。 

森脇参事    大会等の開催については主催者の判断とすると書かせていただいており

ます。これにつきましては、実際のところ、さまざまな競技団体がありま

す。そこに何日までは大会等を開かないでくださいという申し入れを全て

行うというのはなかなか難しいです。４月の大会は行わないという団体も

ありますが、主催者が開催すると決めた場合は学校等にも案内等が届くか

もしれませんので、それを引き続き制限することは難しいと思います。 

        参加につきましては学校の判断とすると表記をさせていただきましたが、

現状、特に中学校の部活動につきましては対外試合等は行わないものとす
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るということで４月１日時点で出しております。部活動の再開は４月１日、

ただし対外試合等は当面の間は行わないものとする。解禁日を設けるとい

うような表記にもしておりますので、まずはそこの部分が一つのラインだ

と思います。 

        参加は学校の判断にしておりますが、１つは教育委員会の判断として日

にちの部分でラインをつくりました。それ以降においても、学校のそれぞ

れの状況がありますので、校長先生と保護者等でしっかり相談していただ

き、申し込みはしたけど断るというような意味合いも含めまして、そのよ

うな表現をさせていただいております。 

        それから、海外渡航の児童生徒の部分につきましては、国からのガイド

ラインがあり、２週間程度は自宅のほうで待機していただくなど細かいと

ころが出ております。学校から教育委員会に報告していただいて、その部

分で国の基準に基づきながら相談させていただきたいということで、その

ような文言にしております。 

中野委員    丁寧な説明をありがとうございます。 

舟橋委員    学校と教育委員会との連携というか意識の疎通がよくなっていると感じ

ていますし、学校主体で一生懸命考えておられるということもこちらに伝

わってくる、それから市教委の考え方も伝えられているということを感じ

ています。さらにこのことを通して、これからもしっかり協議していくと

いう姿勢を続けていっていただきたいと思います。 

         先ほどの学校の判断というところですが、校長先生方は本当によく考え

ておられるというところ、教育委員会は３条件というのをしっかりと踏ま

えてお伝えすることができればいいと思います。また、地域社会、保護者

の方々に学校以上に行政は考えている、あるいは教育委員会は考えている

といったところを、何かの折に伝えていく、そうすることで社会全体に正

しい判断というものが伝わっていくものと思っておりますので、是非それ

ぞれの分野で伝えていっていただきたいと思います。これに書いてあるこ

とはすごくよくまとまって、よく考えておられるように思います。 

森脇参事    学校のほうにも学校だより等でもちろんお伝えしていただくことは当然

各学校がやられるとは思いますが、市でもホームページに掲示しておりま

す。教育委員会のほうにある問い合わせで、学校が言われることが十分伝

わっていないと思われるケースもありまして、そういう意味では今はいろ

いろな情報機器を活用されている親御さんも多いですので、市のホームペ

ージ等をしっかり見ていただくことも各学校から伝えていただけると、し

っかり伝わるのではなかろうかと思いますし、あわせて市民の方にも教育

委員会と学校がどのような考えで益田市の学校再開に向けて考えているの

かということを理解していただくという支えになるのではないかと思って

おります。 
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大畑推進監   公民館も同じように集まる方がおられますが、不要不急を気にするとこ

ろですが、密閉、密着、密集というところの考え方について学校ではこう

しているということを踏まえながら、皆さんにこの３つを同時にしないと

いうことについての啓発につながることを公民館で行いたいと考えていま

す。 

舟橋委員    告知端末で３つの要件について中心にして考えているといったところを

伝える。一般の方々が判断する上での中心軸といったところを知らせてい

ったほうがいいと思います。 

        そういうのも含めて、各種行事について考えていかないといけないと思

います。 

        自粛と言いながら、感動したことがあります。ある小学校で来賓などは

いない状況での卒業式があり、卒業式が終わったときに外に出たら地域の

方々がみんな待っていてお祝いをしてくれたというのを聞き、素晴らしい

と思いました。何らかの工夫というのはあるということを思いました。 

村上委員    数日前までは地域に出ても人の往来があるという印象があって、コロナ

に関しての気持ちが少し緩みかけているというか、緊張感がなくなってき

ているかなというのを感じておりましたが、昨日、都知事の発言なども聞

きながら、ここら辺はしっかり緊張感を持っていかなければならないとい

うことを周知していく必要があると感じました。 

        そうした中で、このガイドラインもわかりやすくまとめてありますので、

多く周知していただくのと、あと発症時の対応のところでは、学校をどう

するのかというところで、保健所や市の対策本部と教育委員会が瞬時に協

議をしていくわけですが、できることならそういったときに誰が集まるか

といったところをあらかじめ選任しておいて、瞬時に人が集まって対応が

図られるような準備を教育委員会としてもしていってはいかがかと思いま

した。 

柳井教育長   それでは、最後のところの各種行事等についてご意見をいただければと

思います。事務局の考えをお願いします。 

野村部長    現在の状況としては、参加しづらいと思っております。 

  桂平小の竣工式につきましては、大変おめでたいことですので、落ちつ 

けば行いたいと思われている地元の方の思いは重々承知しているところで

すが、今は先が見えませんので、当面のところ４月１８日の開催は見送る

しかないのではないかと思っております。 

柳井教育長   校長会のほうはいかがでしょうか。 

森脇参事    ４月１０日の校長会は、午前中を使って小中学校の校長先生方２５名が

集まっていただいて開催予定にしておりました。８日に始業式、９日に入

学式、そして小中校長会が３日目、午前中いっぱいある、そしてその後、

小学校の校長会、中学校の校長会を午後からというようなスケジュールが
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組まれております。登校再開の３日目において、１日校長先生が抜けると

いうことは非常に学校にとっても負担感が大きいですし、危機管理の面で

も非常に不安定な時期であるということも鑑みまして、できましたら小中

校長会は午前中の部分はなくしていくという形で小中校長会の役員の方に

提案させていただこうと思っております。 

        小中校長会の内容につきましては、例年、市長の講話、教育長の講話、

そして各課の連絡というような形になっておりましたが、その部分におき

ましては、施政方針の冊子、それから教育行政の取組方針等も冊子として

各学校でしっかり読んでいただくような方法で対応していきたいなと考え

ております。 

        それから、各課の連絡につきましても、文書配付、それから是非新年度

において伝えたいことにつきましては、各学校に電子黒板それからパソコ

ン等もありますので、それの電子機器を使いましてライブ配信の形で伝え

ていくような仕組みを構築したいと考えております。 

柳井教育長   それでは、事務局からの意見をいただきましたが、いかがでしょうか。 

        この件について、よろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

○報第７号 益田市立中西小学校の改築について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第７号益田市立中西小学校の改築について、事

務局よりお願いします。 

北村主査    益田市立中西小学校の改築について、お手元の資料に基づきご説明させ

ていただきます。 

  まず、改築を行うに当たってですが、いまだ未耐震の学校施設の早期耐 

震化に向け、年次的に施設整備を行うこととしています。 

        次に、改築に向けた状況についてですが、現状の中西小学校の校舎は木

造構造で、かつ昭和３２年ごろの建設であることから老朽化が著しくて、

耐震診断で耐震性がないとの判断から、改築として建てかえることで進め

ております。 

        建てかえに向けてですが、校舎敷地については隣接の農地を購入して既

に農地転用を終えたところです。現在、開発許可申請の協議を行い、敷地

造成に取りかかろうとしております。その後、建築主体工事に取りかかる

予定でおります。 

        新校舎の概要についてですが、鉄骨２階建て瓦葺き校舎棟、平家建ての

渡り廊下棟の構成となっています。校舎棟については、中庭を配した回廊

式の構成となっており、中庭に面して２階建ての普通教室ゾーン、平家建

ての特別教室ゾーンを配置しております。床面積は校舎棟１，５３４．４
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３平米、渡り廊下に関しては６４．２９平米を計上しております。 

        次に、事業に係る予算額についてですが、総事業費７億２，１０１万６，

０００円を新年度予算として計上しております。その内訳としましては、

１から５で示しているとおりであります。 

        次に、改築スケジュールについてですが、先ほど説明しました開発協議

の進捗状況にもよりますが、現在お示ししているスケジュールについては、

造成工事が４月上旬に着工できる想定で令和２年度の校舎建設工事完了を

目標に取り組んでいるものであります。内容としましては、令和２年６月

までに敷地造成工事の完了、７月から令和３年２月までに外構を含めて校

舎建設工事を完了する予定でおります。次年度に関しては、旧校舎の解体

工事、グラウンド整備工事を行うこととしております。 

        最後に、平面図及び配置図の説明をさせていただきます。 

        配置図については、２１ページをご参照ください。 

        校舎の位置と主要動線を示しております。まず、赤い矢印のほうが車両

及び自転車進入口になっております。緑色のほうに示してあるのが児童及

び来校者の主要動線になります。 

        次に、平面図に移らせてもらいます。 

        ２２ページ、２３ページをご参照ください。 

        まず、１階平面図に関しては、赤線で示したところで、普通教室ゾーン

と特別教室ゾーンに分かれます。普通教室ゾーンに関して、南側の大きな

青丸のところが主玄関になります。来校者及び児童の玄関になります。そ

の上の小さな青丸の部分に関しては、職員が体育館及びグラウンドへ出る

ときの通用口になります。特別教室ゾーンに関しては、メディアセンター、

多目的室、図工室、家庭科室、理科室、音楽室という並びで配置しており

ます。主に将来的に地域に開放するゾーンという想定の中で、赤丸のとこ

ろが開放したときの通用口になります。今、管理区分としましては、赤線

で区切ったところで上と下の管理区分で構成しております。 

 主立ったところは以上です。 

中野委員    総事業費が７億円を超える規模になっています。私の感覚で言うと、か

なり大きな予算でありますが、その中で、国の補助金なども活用しながら

事業組み立てなどもお考えかと思います。そのあたりの割合というものが

わかれば教えていただきたいと思います。 

田淵係長    今回の中西小学校につきましては、学校施設の環境改善交付金の不適格

改築事業というところの補助金を使わせていただこうと思っております。

前年度の段階で県には来年度分の予算要望という形で示しているところで

す。 

        総事業費７億円に対しまして、環境改善交付金の補助率は、１０分の５．

５という率がございますが、これにつきましては配分基礎額というものが
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ございます。金額としましては平米単価に施工面積を掛けたものに対して

の１０分の５．５ということになりますので、最終的にどれぐらいの補助

金が入るかは正確にわかりかねますが、今の事業費の６分の１ぐらいの補

助になるのではないかと思っております。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

○報第８号 学校施設の整備状況について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第８号学校施設の整備状況について、事務局よ

りお願いします。 

田淵係長    今年度実施しました学校施設の整備事業につきまして、空調整備と市内

のトイレ改修、また桂平小学校の改築という３つの大きい事業を実施して

おります。それに対しての現在の整備状況等を説明させていただこうと思

います。 

         まず、１番目、空調整備の設置状況でございます。 

        小学校４４室及び中学校４０室の計８４室の普通教室に対して、山陰冷

暖・浜田電気工事特別共同企業体を請負業者として実施したところでござ

います。昨年末１２月２７日のところで請負業者より提案がありました真

砂小４室、真砂中４室、美都中５室の計１２室、提案されたとおりの設置、

試運転完了をしまして確認をしたところでございます。 

         この資料におきましては２月２２日現在の状況になっておりますので、

この段階での進捗状況は計画で７６％、実際は８７．７％ということにな

っております。随時各学校の検査を実施しているところで、本日のところ

で全ての学校の検査が終わる予定になっております。新学期におきまして

は計画していた学校全ての教室について稼働できるよう完了しているとい

う状況です。 

 次に市内の小中学校のトイレ改修の状況です。 

 今年度についてはいただきました寄附で事業を実施させていただいたと

いうことでお話をさせていただいておりましたが、益田小学校、豊川小学

校、西益田小学校、益田東中学校、横田中学校において実施しました。こ

れによりまして、市内の洋便器化率は１８％から２４．５５％という形に

上がってきております。 

  また、西益田小学校と横田中学校については、２、３年間で段階的に寄 

附で実施していただけるというありがたいお話をいただいているところで

す。 

         あわせまして、今回３月補正において、文部科学省の環境改善交付金の

補正予算がありまして、これにつきましては以前寄附をいただいておりま
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した１，０００万円の部分と合わせまして、都茂小、東仙道小の１フロア

ずつのトイレ改修について前倒しで実施するような形で事業を計上したと

ころです。この事業については、４月以降、実施設計を行い、１フロアず

つでありますが、計画的に行っていきます。来年度以降につきましても、

先般お知らせいたしましたトイレ改修の実施計画に基づきまして順次実施

していく予定となっております。 

         最後に、桂平小学校の改築でございます。 

         桂平小学校の改築につきましては、２月６日の段階で主体の建築工事に

つきましては完了しているところです。また、現在、建築の給排水設備、

電気設備、空調、太陽光、管理業務委託等につきましても完了しておりま

す。あわせまして、敷地造成工事につきましても、工事自体は完了してお

りますが、実施検査を行っておりませんので、今後検査を実施し引き渡し

を受けるところでございますが、外構工事につきましては、造成工事等で

時間が長引いており今回予算を繰り越しさせていただくような形になって

おります。造成と進入路の舗装の部分につきましては、４月２４日の完了

を目指しているところです。 

        卒業式は西南中で行いましたが、３月２４日の学校登校日は新校舎に登

校していただきまして、卒業生も一緒に新しい校舎を内覧することができ

たという話を聞いております。 

中野委員    定例教育委員会の中でもトイレ改修について話題が上がり、洋式化とあ

わせて和式も残すということで、現状取りかえているというところですが、

和式のところはそのままなのか、和式も新しいものに交換をするのかとい

うところをお聞かせください。また、トイレの中の手洗い場については、

そのままなのか、手洗い場ごとに改修を行っているのかというところをお

聞かせください。 

北村主査    現在進めております中では、和式については現状のままになっておりま

す。ただし、和式トイレもパーティションと床の乾式化というものを行っ

ております。手洗い場に関しましては、現状、今寄附で実施しているとこ

ろにつきましては、器具が老朽化したものなどについて部分的に取り替え

ているところです。 

中野委員    トイレのにおいについて学校から気になるところだという話を聞いてお

りますが、今の洋便器化とパーティションの設置でにおいの改善というと

ころはできていないのか、それとも改善できているのかわかればお聞かせ

ください。 

北村主査    においの原因になっているのが、衛生陶器会社のレポートによると、タ

イルの目地及び壁面に付着した臭気が原因になっております。その中で、

床に関しては今回乾式、ビニール床になっておりますのでにおいが付着し

づらくなっており、臭気がたまりにくくなる構造にはしております。 
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        あと、ほとんどの学校がそうですが、換気扇に関してうまく作動しない

ところがありますので、今後はそこも含めて臭気対策に取り組んでいきま

す。 

中野委員    ありがとうございます。 

舟橋委員    新校舎を早目に使っていただいて、さぞかし保護者の方や子どもたちは

喜んでいたのではないかと思います。何かができるかもしれないという思

いを持って対応されればいろいろなことが少しずつでもできるということ

を感じました。ありがとうございました。 

 また洋便器化についても、現場に応じた対応、よりよくなるように最 

大限やってくださっているということが伝わりました。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

  

 

○報第９号 中須東原遺跡・大元古墳の国史跡指定について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第９号中須東原遺跡・大元古墳の国史跡指定に

ついて、事務局よりお願いします。 

木原課長    資料にありますとおりの経過でございますが、昨年１１月１５日に文化

財保護審議会から文部科学大臣へ答申をされました、中須東原遺跡の追加

の国指定と大元古墳の国指定について、決定し先日３月１０日の官報に掲

載されたところでございます。 

        それぞれの史跡の概要、位置あるいは指定範囲等につきましては、資料

をご覧いただきたいと思います。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

○報第１０号 益田市立歴史民俗資料館の検討状況について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第１０号益田市立歴史民俗資料館の検討状況に

ついて、事務局よりお願いします。 

中島係長    歴史民俗資料館につきましては、教育委員会としましては保存したいと

いう方向性を持ちまして、これまで活用にとどまらない新たな資料館にす

るために取り組んでまいりました。本来ですと、本日この場で昨日の政策

調整会議を踏まえた資料館のあり方の最終判断というところで報告をさせ

ていただく予定でしたが、もう少し検討する必要があるということが出て

きましたので、そのあたりも含めまして、前回１１月２７日の定例教育委

員会の報告時以降の検討の経緯、また今後の進め方についてご報告させて

いただきたいと思っております。 
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         まず、資料館のあり方の検討をするに当たりましては、機能面と建物、

この両面から検討を進めてまいりました。１１月２７日の定例教育委員会

では、機能面、活用の部分について地域住民との意見交換、そして協働の

実践を積み上げていきたいということをご報告しております。また、建物、

ハード面の部分については、登録有形文化財を初めとした建物の価値がど

うであるかという調査をしたいというところ、それからシロアリの被害状

況を含む老朽化の状態がどういうものか調査したいというところをご報告

させてもらっていたところです。 

 資料にはこれまでの取組状況をまとめておりますので、ご覧いただきた

いと思います。詳しくはご説明いたしませんが、８度にわたりまして地域

住民の皆さんとの意見交換を行ってきております。また、地域住民の皆さ

んとの協働の実践というところでは、３回の予定でしたが、３回目はコロ

ナウイルスの影響で中止となりました。地域住民の皆さんとの協働の実践

の概要につきましては、１１月の定例教育委員会でもご報告をさせていた

だいておりますが、本日改めて資料を配付させていただいておりますので、

また後ほどご覧いただきたいと思います。 

         こうした取組を通しまして、地域住民の皆さんに歴史民俗資料館が自分

たちの歴史民俗資料館であるという意識を持っていただくことにつながっ

ていっているのではないかなと考えております。 

       続きまして、令和元年度第１回益田市文化財保護審議会の会議録をご覧く

ださい。 

       この会議の中では、機能面というところについては、調査成果の展示や周

知をする場、それから子どもたちへの説明の場を確保することの必要性が述

べられております。また、歴史民俗資料館の立地からも、中世益田のセンタ

ーバイパス機能を持たせるということも期待をされているところです。いず

れにしましても、これまでの歴史民俗資料館としての機能にとどまらない、

多機能、多面的な活用が可能な施設とする必要があると考えているところで

す。 

       次に、建物の部分の検討状況についてご説明いたします。 

       まず、価値という部分についてですが、米子高専の金澤准教授に依頼しま

した調査結果報告を添付しております。タイトルが旧美濃郡役所に関する所

見というものです。 

        位置づけというところになりますが、明治から大正期にかけて全国的に５

００棟を超える郡役所が建築されたと見られるが、現存するものは極端に少

なく、３０棟に満たないというところでございます。 

        また、その３０棟のうち、山形県には４件６棟、それから島根県には４棟

が残存しているというところで、非常に特異な地域であるということが報告

されております。 
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 特に旧鹿足郡役所、現在の津和野町役場と旧美濃郡役所、歴史民俗資料館

が非常に酷似した庁舎であるということも報告されているところです。こう

いったことも勘案されまして、ご承知のとおり平成８年に登録有形文化財に

登録されたというところです。 

        また、内部の状況についてですが、昭和５８年に大きく改修されておりま

して、内部の見た目では当時の面影は残っていないという状況です。しかし、

今年度実施しました老朽化調査で一部床下と壁面それから天井裏の部分的解

体が行われたことによりまして、内部の一部が洋館の内装であったというこ

とが判明してきております。登録有形文化財は重要文化財の候補であると考

えられますので、こうしたものは可能な限り残すことが望ましいのですが、

保存、活用を考える上では、例えば記録を残して将来的に復元が可能な状態

とした上で改修等を行っていくという措置をとることも必要ではないかとい

うことが述べられております。 

        続いて、建物の老朽化の状況についてです。 

       こちらについては詳細な報告がまだですので、概略となりますが、屋根を

含む外壁材の部分については全体的に消耗が激しく、取りかえが必要な状態

であるという結果が出ております。ただ、心配しておりましたシロアリの被

害については思ったほどではなく、土台でありますとか柱などにその痕跡は

見られなかったという状況です。 

        以上のような結果を受けまして、保存の方向性としては、登録有形文化財

としての価値はしっかり残しながら、時間的なもの、また財政面の制約も考

慮して、活用面であったり長寿命化というところに重きを置いて改修する方

向で概算の工事費というものを算出しているところです。 

 この概算工事費の報告が直前になりましたので、必要な検討をするのに十

分な時間がありませんでして、昨日の政策調整会議では検討を見送ったとい

う状況です。今後できるだけ早い段階で資料館のあり方の最終方針を出して

いきたいと考えておりまして、具体的には４月９日に開催されます政策調整

会議で協議を行っていきたいというふうに考えております。 

柳井教育長  それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員   ＝全員了承＝ 

 

 

○報第１１号 令和元年度３月益田市一般会計補正予算について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第１１号令和元年度３月益田市一般会計補正予

算ついて、事務局よりお願いします。 

野村部長    それでは、３月補正の予算の概要をご説明します。 

        大きい金額から申し上げますと、先ほど田淵係長から説明しましたが、

トイレ改修について、国の交付金事業の追加採択がございましたので、そ
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れを前倒しして実施するということで、全額を繰り越しております。こう

いったものを含めまして、資料のとおりでございます。大きくは入札減に

よる減額や実績を見込んだ上での減額等が多かったような状況でございま

す。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

○報第１２号 第５３９回益田市議会定例会一般質問について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第１２号第５３９回益田市議会定例会一般質問

について、事務局よりお願いします。 

野村部長    今回５人の議員さんから質問をいただきました。 

  まず、三浦議員さんからです。教育の取組方針についてということで、 

今回、一人一人の伸びを確認するための新しい技法を取り入れますという

ことを書いております。それに関する質問でございました。益田市として

授業時間をどのように確保し、児童生徒への向き合い方をどのようにする

のかというところを問われました。市長から、本年度につきましては特色

ある学校づくりの準備を行っており、そして新たな手法も取り入れる中で

益田らしい教育を目指したいということをお答えしております。 

         そして、新たな年度は雪舟生誕６００年というところもございまして、

全国的にも有名な人麿と雪舟をさらなる顕彰してはどうかということでご

ざいました。今年度、ガーデンツーリズム等も推進するという予定もござ

いますので、日本遺産登録も期待できるところでございます。そういった

ものを追い風にして取り組みたいというところをお答えしております。 

 さらに、埼玉方式の学力テストのところをもう少し掘り下げて教育長に

対して問われておりまして、これについては細かいところを少しお答えし

たところでございます。一人一人の経年の比較ができるようなものを導入

することで個別具体なところの取組をしっかり行っていきたいというとこ

ろを申し上げました。 

次に、高橋議員さんです。 

        自然環境の保全についてというところで聞かれております。これについ

ては、ふるさと教育を通じて環境教育を進めたらどうかというところでご

ざいました。市はＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥ運動というものを進めておりま

して、学校現場で例えば食べ残しであるとか電気のスイッチを小まめに消

したりという、そういった日常生活に即した部分の教育を進めております

ので、そのようなところもお伝えしながら継続して取り組んでいきます。

それに当たっては、民間との連携を十分進めますというところをお答えし

ました。 
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        次に、河本議員さんについてです。 

  市有財産の活用についてというところですが、学校跡地の建物等につい 

てどのような考えを持っているかというところでした。ご存じのとおり、

旧鎌手中学校など５施設はまだ未利用施設として保有しているところです

が、地元の皆さんはどのようにお考えですかというところを投げているの

が現状でございますので、今後も地元の皆さんとしっかり話をしていくと

いうことをお答えしております。 

 次に、和田議員さんでございます。 

        学校施設整備計画について問われております。耐震基準を満たしていな

い学校が未だあるので、計画的に進めるということを計画作成時にご説明

しておりますが、プレハブ等で早く対応してはどうかというようなお考え

を述べられました。確かにそういったことも考えられますが、財政面等を

考慮した上での計画であるということをご理解いただきたいということと、

学校の安全性についてもしっかり学校と連携して取り組んでいきたいとい

うところを述べております。 

        次に、安達美津子議員さんでございます。 

 放課後児童クラブの拡充についてということでございますが、今回の少

人数学級編制の見直しに関連する質問でございました。市長はいち早く丸

山知事の考えに賛同するということを表明しましたが、現場の教職員の声

というものを十分聞いたのかというような内容の問いでございました。市

長の答弁といたしましては、教育委員会を通して少人数学級編制が望まし

いというところは十分承知した上ではあるが、大局的な判断として丸山知

事の考えを理解するというような判断をしたものだとお答えされました。 

        次に、弥重議員さんでございます。 

        弥重議員さんからは、協働のまちづくり推進条例というところで、公民

館と地域自治組織のあり方というところで問われておりました。今後、地

域自主組織を進めていくに当たって、中間支援組織と協働しながら公民館

活動や地域自治組織自体の活動も支援していきますというところをお答え

にしております。 

        そして、歴史を活かしたまちづくりについても聞かれております。今後

の計画の推進に当たって、予算確保も踏まえてどのように進めていくのか

という問いでございました。確かに財政面では厳しいところはございます

が、今年度、三宅御土居の土塁跡の樹木の伐採は予定しているところでご

ざいます。優先順位を絞り込んで着実な事業推進を図っていくということ

をお答えしております。 

        そして、先ほどもありました歴史民俗資料館とガイダンス施設というと

ころです。今後のあり方については、先ほど申しましたように検討してい

るところでございますので、早目に決着をつけないといけないところでご
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ざいますが、１点、日本遺産の採否の状況に当たりましてはビジターセン

ターの機能を持たせたいというところも考えておりますので、そういった

検討も進めていくというところをお答えしております。 

        最後に、日本遺産の意義と認定された場合の効果についてというところ

ですが、確かに日本遺産に認定されますとネームバリューといいますか、

そういったものの追い風が生まれますので、ブラッシュアップを図って取

り組んでいきたいというところをお答えにしております。 

        非常に簡単でございましたが、一般質問の概要は以上でございました。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

○報第１３号 令和２年度益田市一般会計予算について 

柳井教育長   それでは続きまして、報第１３号令和２年度益田市一般会計予算につい

て、事務局よりお願いします。 

野村部長    益田市の一般会計の歳出予算につきましては、資料のとおりでございま

して教育委員会の予算額につきましても割合としたら例年と大体同じぐら

いということをご承知おきいただきたいと思います。 

        教育委員会の新規主要事業でございます。課ごとに少しピックアップを

させていただきました。 

        教育総務課においては、先ほど説明しました中西小建設、トイレ改修、

そして新年度新たに学校施設照明のＬＥＤ事業にそれぞれ取り組みます。

このＬＥＤ事業につきましては、昨日事業者によるプレゼンが行われまし

た。これによって事業者が決まってまいりますので、令和２年度前半で工

事を終えて、順次後半からＬＥＤによる照明を使用することになろうかと

思います。 

        学校教育課においては、学力育成推進事業費というところで、これが埼

玉方式の学力テストを用いるところでございます。教師用の指導書等の購

入経費と情報教育の対策費がかなり大きいところを占めております。 

        社会教育課におきましては、未来の担い手育成事業費、これが次世代育

成に係るさまざまな活動を実施する財源となっております。社会教育コー

ディネーター業務委託料もこの中に含まれているところでございます。そ

して、ひとづくり推進事業費も、益田市の代名詞ともなります益田版カタ

リバの運営などもこの中の予算から実施していきます。今年は先ほど申し

ました雪舟生誕６００年、そして雪舟の郷記念館の開館３０周年の記念の

年でございますので、事業を行っていきたいというところで新たな予算を

組んでいるところでございます。 

        文化財課でございますが、歴史を活かしたまちづくり魅力発信・調査研
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究事業費、そして国史跡総合整備推進事業費とございます。三宅御土居跡

の土塁の整備に取りかかってまいりたいと思っております。 

         人権・同和教育推進室、これは人権センターでございますが、今年度も

小中学や公民館等に人権・同和教育を推進してまいりたいというところで、

例年と同額ぐらいの予算で臨んでまいりたいと思っております。 

        新たなところを中心に説明いたしました。このほかにもたくさんの事業

がございます。また折に触れて教育委員会の中ででも事業の進捗について

はご説明する場面があろうかと思いますので、今後ともご理解とご協力を

よろしくお願いいたします。 

柳井教育長   それでは、この件についてよろしいでしょうか。 

教育委員    ＝全員了承＝ 

 

 

柳井教育長   それでは、次回は４月２８日の９時３０分から定例教育委員会を開催い

たします。よろしくお願いいたします。それでは以上で定例教育委員会を

終了いたします。ありがとうございました。 

 

       ＝終了時間 １１時２５分＝ 

  

 

 

 

 

 


